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本報告書のポイント

• 平成27年6月に「佐用町学校規模適正化推進計画」に基づく三土中学校の閉鎖に伴う跡地利活用者の募集が開始され、
IDEC株式会社のグループから、「次世代型農業ハウスを整備して儲かる農業を実践し、雇用の創出も行っていく」旨の
提案がなされた。当提案は、町の地域活性化推進会議の高い評価を得て推進が決定し、事業は佐用町とIDEC株式会社
の共同事業体として太陽光発電事業の実績がある当組合が担うこととなった。

1. 農業事業の企画経
緯

• 本事業では直接的な収益を得るとともに、雇用の創出、関連産業・組織との連携等を通し、地域全体の活性化を図ること
で、特に佐用町の課題である若年層の流出を抑制することを目的とした。

• 計画の骨格は栽培環境を制御できるハウスでトマト栽培を行い、高単価のトマト及びトマトジュースを年間を通して安定
的に販売するもので、地域での雇用や佐用高校との連携なども含まれていた。

2. 事業計画の内容

• 事業開始から令和元年度まで、想定以上の気象条件の厳しさや、病害虫被害の発生等によって計画に対する収量不足が
生じた。それに伴い、高単価で契約販売できる数量が限られた上に、対応の手間も増加し、赤字収支の状態が継続した。

• 令和2年度より３年計画で立て直しを図り、2年間は収支が改善したものの、天候不順や燃油高騰などの影響もあり、3
年目に再び悪化した。この間、栽培管理者退職に伴う栽培ノウハウの喪失の影響も生じた。

• 上の経緯を踏まえ、令和5年度に再度見直しを行った結果、①栽培施設の経年劣化が進んでおり、栽培の長期継続には
修繕が必須であるもののその投資額が大きいこと、②現状の栽培手法・運営体制を継続しても収量の安定化の見通しが
確実でなく早期の黒字化が期待できないこと、の2点に鑑み、栽培を休止した。

3. 事業推進の経緯

• 「農業事業選択の妥当性」については、農業事業は目的との適合性が高く、産業活性化策の一つとして「新しい手法によ
る農業」を実証することに妥当性があったと評価した。

• 「事業計画の妥当性」については、トマト栽培は目的に整合していたが、栽培手法として全国的にも事例や知見が少ない
栽培手法を選択したことに一定のリスクがあり、設備や体制面の対策などが不十分だった。販売計画の前提となる高品
質・高単価のトマトの収量計画は楽観的な想定であり、より周到なリスク管理が必要であった。

• 「栽培及び販売実績」については、収量不足や不安定な収穫時期への対応が後手に回り、目標収量を大きく下回ったこと
が最大の問題であったと分析した。収量の不足や不安定は売上不足に直結し、コスト削減や単価向上は行われたものの、
その効果で売上不足を補うことは難しかった。雇用の創出や佐用高校との連携自体は実現したものの、栽培が休止され
たため、持続的な地域振興にまでは至らなかった。収量不足の要因は上にあげた栽培手法のリスクが顕在化したことが
大きい。

• 近年の改善策は一定の妥当性が認められたが、栽培手法や設備等の前提条件自体を見直さない限りは、収支均衡に短
い期間で到達するほどの収量の改善を見込むことは難しく、そのような大規模な見直しには多額の再投資も想定される
ことから、令和5年度の事業休止はやむを得ない選択であったと考えられる。

4. 事業の評価

• ①事業組合でトマトまたはキュウリや葉物等他品目の栽培再開、②町内外の農業生産者・就農希望者へ営農用ハウスとし
て貸出、③6次産業化支援拠点として加工設備等のみ活用、などが選択肢として考えられる。

• ①のなかでもトマトは投資が大きいが当初目的にもっとも沿う。②は投資は抑えられるが希望者確保が必要。③は比較
的容易に実行できるが事業規模は限定される。

5. 今後の事業展開の
方向性
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１．農業事業の企画経緯

平成27年に三土中学校跡地利活用事業者の募集があり、IDEC株式会社グループから農業事業の提案を受け、
平成29年1月に次世代農業モデルプラントが完成した。

項 目年 月

佐用・IDEC申山太陽光発電所が完成 売電を開始平成26年11月

佐用町が学校等跡地利活用事業者の公募を開始平成27年6月

三土中学校跡地における事業としてIDECシステムズ＆コントロールズ株式会社が「次世代型農業用ハウスによる新しい農業の
創出」を提案

平成27年7月

三土中学校の跡地活用について、次世代農業モデルプラントの建設による新しい農業事業を行っていくことを決定平成27年8月

次世代農業モデルプラント事業を共同で取り組んでいくため「佐用・IDECメガソーラー有限責任事業組合」を「佐用・IDEC有限
責任事業組合」に改称

平成28年7月

次世代農業モデルプラント建設工事の完了（同年3月「佐用まなび舎農園」として完成披露式開催）平成29年1月

三土中学校跡地利活用事業としてIDECグループからの企画提案を受け、事業化を決定

平成27年

佐用町による
学校跡地利活用
事業者公募

【既存事業】

佐用町・IDEC社に
よる太陽光発電事業

平成27年

新しい農業事業の
実施決定

IDECグループによる農業事業の提案

平成29年

次世代農業
モデルプラント完成、

事業開始
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佐用まなび舎農園 施設概要

施設合計6,831㎡、栽培面積は5,551.2㎡。三土中学校跡地に建設し、事務所棟は残置建物を利用した。

栽培施設は栽培環境を自動制御可能で、糖度・重量選果機器を持つ集出荷場やトマトジュース加工場も併設した。

残置建物も一部利用しつつ、最新の栽培・加工設備を備えた施設として整備した
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２．事業計画の概要

将来的には事業モデルの横展開を目指す

学校跡地を活用したトマトのハウス栽培

• IDECの強みである最先端の制御技術
により、ハウス内の環境・灌水を自動コン
トロール

• 土耕栽培を採用し、地上部の光合成管理
（温度、湿度、CO2等）に加え、地下部の
根圏管理（ウルトラファインバブル水によ
る養水分吸収率改善）を実施

• 高糖度トマト向きという低段密植栽培を
採用

• 化学肥料・農薬を極力使わない

⇒ 高い品質・生産性を両立

一般流通品

ブランド品
（夢茜）

生食トマト

高付加価値
トマトジュース

生食トマト

直売所・道の駅、スーパー、
百貨店、流通業者

直売所・道の駅、高級スー
パー、百貨店、通信販売、
飲食店

佐用高校との連携や企業の見学の
受け入れ等、次世代農業教育の拠点化

事業の目的
魅力的な事業の実施により直接的な収益を得るとともに、雇用の創出、関連産業・組織との

連携等を通し、地域全体の活性化を図ることで、特に若年層の流出による社会減を抑制する

儲かる農業（高付加価値トマト栽培）で収益と地域活性化を両立する当初計画だった

佐用町においては、生産年齢人口や年少人口の減少が続く見込みであり、若年層の流出を抑えたい

新しい農業の４つの魅力

1. 「儲かる農業」

2. 「快適な農業」

3. 「スマートな農業」

4. 「環境にやさしい農業」

4つの魅力を具現化する当初事業計画

年間70tの高付加価値（高糖度）
トマト販売で早期黒字化

高糖度栽培に向くといわれる低段密植栽培を採用し、周年栽培を実施する計画。生食販売の補完として高付加価
値トマトジュース加工販売を行い、廃棄を少なくすることとした。年間70トンを販売し、早期の黒字化を見込んだ。
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３．事業推進経緯

収量が安定せず（時期・全体量）、試行錯誤を続けてきたが早期黒字化見通せず休止

主に3段階で試行錯誤しながら事業を推進、一定の成果はあったものの、黒字化の見通しが立たなかった。

• 高収量高単価型：質の高いト
マトを多く収獲し、高単価で
の販売を目指した

• 低段密植栽培そのものの経
験はなかったものの、IDEC
システムズ＆コントロールズ
株式会社の過去（他地域）の
トマト栽培実績を基に環境制
御設定や栽培管理計画を策
定しており、ノウハウが活か
せるものと想定していた

⇒ 収量が予想よりも上がらず、
また、高品質を担保するた
めの糖度測定等の作業に
係るコストが計画を大きく
上回った

• 収量特化型：栽培段数を増や
すなど収量を増やすことに
注力した

⇒ 病害虫の発生等に悩まされ、
出荷が安定せず、収量伸び
も限定的。高い契約単価で
生果販売できる量が限られ、
売上が低迷。選別や加工手
間がかかりコストアップ

１ ２ ３ ４

• バランス型：3ヶ年計画での
収支均衡（利益確保）を目指
した

• 徒に手間がかかる数値上の
高糖度への拘りをやめ、現有
の設備や人員に見合った「お
いしいトマト」の栽培に転換、
収量と販売の安定化を目指
した

⇒ 農薬・化学肥料非使用をや
め、大きな病害虫被害を避
け収量の改善はみられたが、
不安定さは残った。買取販
売を行う販路の比率をあげ
ることによる生果販売の単
価向上を進め、販管費も抑
制したが、天候不順や燃油
高騰、修繕発生などの影響
で赤字を補うには至らず

• 再度の見直しを実施

① 経年劣化で近々多額の修
繕が見込まれること、

② 現状の栽培手法・運営体
制では収量安定化の見通
しが確実でないこと、

に鑑み早期黒字化難とみて
栽培を休止

当初（平成29年度） 平成30～令和元年度 令和2～４年度 令和5年度
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４．事業の評価

トマト栽培そのものに妥当性はあったが、現状のままでは黒字化見通しは立たず休止はやむを得ないと評価。

• 市場需要が堅調で、IDEC社が栽培ノウハ
ウを有することから、トマトの栽培は目的
に整合していた。

• 栽培手法として事例や知見が少ない低段
密植栽培や、付加価値が高まる可能性が
あるものの、コントロールが困難な土耕栽
培を選択したことは一定のリスクがあった。

• リスクに対する設備や体制面の対策は不
十分な一方、トマトの収量計画は楽観的な
想定だった。

• 補助金活用が限定的で収益面では不利
だった。

• 事業の直接的な収益の効率性では他産業
に劣る部分はあるものの、雇用の創出や
関連産業への波及効果、横展開の可能性
等において、農業事業は目的との適合性
が高かった。

• 国産農産物需要は堅調であり、組織的な
運営による農業事業の実現可能性がある。
産業活性化策の一つとして「新しい手法に
よる農業」を実証することは妥当性があっ
た。

• 収量の実績が目標を大きく下回るととも
に、時期によるばらつきが大きく、相場の
高い時期に多く出荷できなかったことも
売上を押し下げた。

• コスト削減や販売単価向上の面では一定
の成果があったものの、売上不足を補うこ
とはできず、キャッシュベースでの黒字を
達成するには至らなかった。

• 雇用の創出や佐用高校との連携は実現し
たが、持続的な地域振興にまでは至らな
かった。

• 令和2年度の見直し以降は、販売単価を市場相場以上に向上させながら徐々に収量は増加、販売管理費も抑制し改善策の妥当性は認められ
た。しかしながら、燃油高騰や修繕発生などの不測の事態が重なり、様々な対策を講じたものの、再び収支が悪化した。

• 栽培手法や設備等の前提条件自体を見直さない限りは、短い期間で収支均衡に到達するほどの収量の改善を見込むことは難しく、大規模な
見直しには多額の再投資も想定されることから、令和５年度の事業休止はやむを得ない選択であったと評価。

 農業事業選択の妥当性

• 産業活性化策の一つとして「新しい手法に
よる農業」を実証することに妥当性があっ
たと評価。

 当初計画の妥当性

• 計画を精査した上で設備・体制見直しやス
テップ方式での栽培規模拡大を行うなど
周到なリスク管理が必要であったと評価。

• 最大の問題は収量の不足・不安定であり、
収量不足・不安定さに伴う売上不足をコス
ト削減や単価向上で補うことは困難であっ
たと評価。

 農業事業の実績

 近年の改善策の評価

トマト栽培は妥当だったが、計画時のリスク管理に課題

現手法・設備・体制のままでは短期的な黒字化は困難、休止はやむを得ないと評価
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地域活性化関連の実績

地域の従業員雇用による経済効果（年間1,250～２,０００万円、計9,500万円）や佐用高校との連携においては
実績を残したが、事業が休止したため持続的な地域産業の創出には至らなかった。

佐用高校との連携

① 農業科学科の研修・実習の受け入れ

トマト栽培に関する講義及び現地施設に

おける制御機器見学、収穫、出荷作業体験等

② 家政科とコラボした商品開発

雇用による経済効果や佐用高校との連携は一定の成果をあげた

13,142

16,001

20,554

13,449

14,195

17,614

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4

労務費の推移
（千円）

6年間で計9,500万円の労務費を地域に還元

地域の従業員雇用による経済効果
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実績から推定される課題の構造

外気温・日照の影響や低段密植栽培の持つリスク（土壌由来の病害虫など）による影響が予想を上回り収量が低迷
したことに対し、継続的に改善を続けたものの、抜本的な解決に至らず収量が不足かつ不安定であったことによる
売上不足が最大の問題であり、収支悪化の要因。抜本的な栽培手法や設備の見直しなしでは収支均衡は当面見込
めず、休止は妥当とみられた。

外気温（夏高温・冬低温）
日照量不足（立地・天候）
の影響が予想を上回る

現地環境における
栽培技術蓄積の不足

現地での施設建設
当初から事業として栽培
（試験は事業と並行）

土耕での低農薬・
脱化学肥料栽培や

低段密植栽培は難度が高い

収量が計画を下回る
（光合成不足、病害虫など
様々な問題発生）

自力では
早期の問題解決困難

収
量
が
収
支
均
衡
水
準
に

未
達
か
つ
不
安
定

出荷量や取引件数を
伸ばせない

需要と供給のアンマッチに
より（店頭でのロスの恐れは
あるが）委託販売先への
出荷に頼らざるを得ない

売上不足
収支悪化

作業が複雑になり
労務費が計画オーバー

複数理論の組み合わせ
でチグハグな設備

周年生産体系による
高い固定費

（副次的ながら）構造的な高コスト体質

環境制御の
バランスが難しかった

運営の実証不足で
コスト見積精度が
高まらず

安定供給できないと
販売交渉も不利

（市場出荷よりも高単価で健闘したが
計画には及ばす）

計画水準を下げて達成しても
実態の収支改善は足りず

前例がない技術の組み合わせ
で外部専門家の支援を

受けられない

収量不足・不安定に加え労務費など高コスト、抜本的な見直し抜きの収支均衡は難しい
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５．今後の事業展開の方向性

「栽培手法見直し・改修して営農再開」「生産者に施設を貸出し」「加工設備等のみ活用」の方向性が考えられる。

事業組合で営農を再開し、
トマト栽培または

キュウリや葉物等の他品目を栽培

町内外の農業生産者・就農希望者への
営農用ハウスとしての施設貸出

6次産業化支援拠点として
加工設備等のみ活用

•合理的な品目はトマト

•設備・ノウハウを活かしつつも

栽培手法は変更する

•栽培管理者育成が必要

•修繕・改修費用が大きい

•事業者本人負担程度など要検討

•募集や契約条件検討などに手間

•すぐにでも利用再開可能

•事業規模は大幅縮小

両方の実施も可能

営農（栽培）の再開には修繕・改修必須。

生産者へのレンタル施設や加工拠点としての再生の道もあり

今後の３つの方向性
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ハウス修繕の必要性

現状のハウスは経年劣化がみられるため、どのような形で利用するにしても一定の修繕は必要。

可
能
な
範
囲
で

高
さ
を
あ
げ
る

低段密植のため

通路にも繁茂

作業性に課題

修繕① 経年劣化している被覆・カーテンの張替（できれば２重化）

＊左写真の大きな穴のみ修繕済み

修繕③ グランドシート劣化箇所修繕

改修① ワイヤー高さを可能な範囲であげる

修繕② 空調窓 隙間修繕

改修② ベンチを土耕用から培地用に変更

現状のハウス本体をそのまま活用するが、

経年劣化している箇所は修繕が必要。

また、温湿度管理を機能させるため、

隙間箇所やカーテンの改修が望ましい。

幅の狭いベンチでの低段密植栽培でベンチ

からはみ出す形で草姿が繁茂していたため

作業性に課題があった。

再度トマト栽培を行う場合、ワイヤー高さを引き

上げ、これまでよりも長段の栽培に移行する

ことで作業性は改善できるとみられる

（高所作業は可能な担当者が行うなど工夫する）。

あわせて制御が難しい土耕から培地栽培へ

の変更が望ましい。

品目により修繕内容は異なるので上記は参考。

利活用するためには修繕必須


